
伊佐市監査委員告示第 17 号 

 

地方自治法第 199 条第７項の規定に基づく財政援助団体等及び所管課の監査を実施した

ので、同条第９項並びに伊佐市監査委員条例第 8 条第 1 項の規定によりその結果を公表す

る。 

 

令和５年９月 14 日 

 

伊佐市監査委員 宮原 孝文 

伊佐市監査委員 岩元 努 

 

１ 監査の基準 

この監査は伊佐市監査基準に基づいて実施した。 

 

２ 監査の種類 

地方自治法第 199 条第 7 項の規定に基づく財政援助団体等監査 

 

３ 監査の対象 

⑴  監査対象団体  伊佐市社会福祉協議会 

⑵  対象補助金   令和４年度 伊佐市社会福祉協議会運営補助金 

令和４年度 伊佐市社会福祉大会補助金 

⑶  所管課        福祉課 

 

４ 監査の着眼点 

財政的援助団体等に係る出納その他の事務の執行について、補助対象事業が補助の目

的に沿って適正に行われているかを監査した。 

 

５ 監査の主な実施内容 

本市監査基準に基づいて、監査の対象となった補助金が伊佐市補助金等交付規則に準

拠し事務処理が適正に行われているか、補助目的に沿った執行及びその効果について、

関係書類の提出を求め、職員や関係者の説明を聴取するなどの方法により監査を実施し

た。 

 

６ 監査の実施場所及び日程 

⑴  実施場所 

社会福祉法人 伊佐市社会福祉協議会 

⑵  日  程 

令和５年８月 29 日（火） 午前９時 30 分～ 

 

 

 



７ 監査の結果 

 社会福祉法人 伊佐市社会福祉協議会 

  この補助金は、社会福祉協議会を地域福祉の中核機関として位置づけ、伊佐市の地域

の福祉的課題を解決するために様々な活動を実施することにより地域福祉を推進するた

めに必要不可欠なものと認識し、運営費や人件費の一部に対して補助をしている。 

監査の結果、補助金の公益上の必要性や事業目的、補助金の積算根拠など補助金の支

出に関し適正に実施されており、また、伊佐市補助金等交付規則に基づき概ね良好に事

務処理されていることを認めた。 

  


